
令和５年２月１０日 
国土交通省関東地方整備局 

長野国道事務所 

【第２報】国道１９・２０号における通行止めの実施について 
国道２０号においては、本日１０：３０より、茅野交差点から高出交差点間を通行止めと
しておりましたが長野県内の中信地域においては降雪が強まったため、通行止め区間を国道
２０号の道の駅蔦木宿・富士見除雪ステーションまで延伸します。 

国道２０号においては、本日１０：３０より茅野交差点から高出交差点間を通行止めとし
ておりましたが、長野県内の中信地域においては降雪が強まったため、通行止め区間を国道
２０号の茅野交差点から道の駅蔦木宿・富士見除雪ステーション間まで延伸して、集中除雪
のため通行止めを開始しましたのでお知らせいたします。 

＜通行止め延伸＞ 
 ○令和５年２月１０日（金） １２時３０分～
 ○通行止め区間（延伸） 
国道２０号 道の駅蔦木宿・富士見除雪ステーションから高出交差点間 

    なお、道の駅蔦木宿・富士見除雪ステーションから山梨県側についても、一ツ谷交差点  
まで通行止めとなっております。 

   ※国道１９号については、下記区間で引き続き通行止めを実施しております。 
   ○通行止め区間 
    国道１９号 高出交差点から渚一丁目交差点間 

■長野国道事務所のホームページ、ツイッターでも道路情報が確認できます。
「長野国道事務所」「長野国道事務所 ツイッター」でご検索ください。 

＜発表記者クラブ＞ 竹芝記者クラブ  神奈川建設記者会 長野市政記者クラブ 長野市政記者会 
長野県庁会見場 
＜問い合わせ先＞ 
関東地方整備局 長野国道事務所  
電話：０２６－２６４－７００１（代表） ＦＡＸ：０２６－２６４－７０４１
副所長  西東 俊郎（さいとう としろう）（内線：２０５） 
管理第二課長  榎本 明（えのもと あきら）（内線：４４１）
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